
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
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支え合い、つながり合い、全ての高齢者が尊厳を持って 

自分らしい生活が送れる、活力ある「健康長寿のまち」の実現 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国は人口減少社会に入っていますが、本市においては総人口、高齢者人口ともに増

加していくことが見込まれており、それに伴い要支援・要介護認定者数も増加していくこ

とが予測されています。 

こうした状況の中で、これまで地域における課題を踏まえ、高齢者の更なる自立支援、

介護予防・重度化防止に向けた取組を推進し、高齢者一人ひとりが健康を保持しながら、

生きがいを持って自分らしい生活が送れる「健康長寿のまち」の実現に向け、様々な事業

に取り組んできました。今後も継続して「健康長寿のまち」を目指すとともに、地域のあ

らゆる市民が役割をもち、支え合い・つながり合いながら地域コミュニティを形成し、公

的福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことができる地域共生社会の実現を目指

します。 
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２ 基本目標 

 

 

基本理念の実現のために、住み慣れた地域において、医療・介護・予防・住まい・生活支援

サービスが切れ目なく提供される仕組みである地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組み

ながら、地域共生社会(地域住民や地域の多様な主体が参画し、住民一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていく社会)を構築していくことが必要です。 

そこで、上記のような基本目標を掲げ、施策の方向を明らかにするとともに、その総合

的な展開を図ります。 

 

地域包括ケアシステムの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域包括ケアシステム」より抜粋 

 

 

  

 

 

 

 

地域共生社会の実現に向けた、地域包括ケアシステムの深化・推進 

～誰もが住み慣れた地域で在宅生活が送れるまちを目指して～ 
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３ 重点施策 

 

本市においては、国の基本指針及び高齢者福祉の方向性を踏まえ、次の４つの事項を重

点的に取り組むことと位置付け、各種具体的な事業を展開していきます。 

 

重点施策１ 

在宅医療・介護連携の推進 

今後、医療ニーズや介護ニーズを併せ持つ慢性疾患、認知症等の高齢者の増加が見込まれ

ています。このような高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自立した生活を営むことがで

きるよう、入退院支援や日常の療養支援、急変時の対応、看取り、感染症・災害時対応等の

様々な局面において、地域の医療・介護関係者が連携し、在宅医療・介護が円滑に提供され

る仕組みを構築していきます。 

なお、在宅医療・介護連携の推進に当たっては、以下の具体的取組施策が位置付けられて

います。 

 

【取組施策】 

① 地域の医療・介護の資源の把握                   【Ｐ９０】 

② 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討           【Ｐ９０】 

③ 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築の推進         【Ｐ９０】 

④ 医療・介護関係者の情報共有の支援                 【Ｐ９１】 

⑤ 在宅医療・介護連携に関する相談支援                【Ｐ９１】 

⑥ 医療・介護関係者の研修                      【Ｐ９１】 

⑦ 地域住民への普及啓発                       【Ｐ９１】 

⑧ 在宅医療・介護連携に関する関係市町との連携            【Ｐ９２】 
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重点施策２ 

認知症施策の推進 

今後、認知症高齢者の増加が見込まれていることを受け、国では認知症施策推進大綱を取

りまとめ、認知症の人やその家族ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるこ

とができる社会の実現を目指しています。 

これを踏まえ、本市では、認知症に関する理解促進、相談先の周知、介護者の負担軽減、

早期発見・早期対応、成年後見制度の利用促進など、様々な認知症施策を推進していきます。 

なお、認知症施策の推進に当たっては、以下の具体的取組施策が位置付けられています。 

 

【取組施策】 

① 認知症初期集中支援推進事業                   【Ｐ９３】 

② 認知症地域支援・ケア向上事業                  【Ｐ９４】 

③ 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業          【Ｐ９５】 

④ 認知症高齢者見守り事業                     【Ｐ１００】 

⑤ 認知症サポーター等養成事業                   【Ｐ１０２】 

 

 

重点施策３ 

自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

高齢者が、自立した生活を営むためには、生活機能の維持だけでなく、生きがいを持って

日常生活を過ごせることが重要です。これを踏まえ、自立支援・介護予防・重度化防止のた

めに、自立支援・介護予防に関する普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハビリテーシ

ョン専門職等との連携や口腔機能向上、低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議の多職

種連携による取組の推進、地域包括支援センターの強化、ボランティア活動や就労的活動に

よる高齢者の社会参加促進等、状況に応じて様々な取組を推進していきます。これらにより、

高齢者の日常生活上の支援体制の充実・強化と高齢者の社会参加の推進を一体的に図ってい

きます。 

なお、自立支援、介護予防・重度化防止の推進に当たっては、以下の具体的取組施策が位

置付けられています。 

 

【取組施策】 

① 介護予防・日常生活支援総合事業                  【Ｐ７５】 

② 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)            【Ｐ８４】 
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重点施策４ 

介護サービス基盤の整備と充実 

介護サービスの適切な提供を継続していくために、事業所などの基盤整備と質の向上を図

るとともに、サービス事業者においては、介護職員等の人材不足が常態化していることから、

介護人材確保の支援や人材育成に対する支援等を推進していきます。また、近年、全国各地

で多発している災害や新型コロナウイルス等の感染症の流行を踏まえ、介護事業所と連携し

た取組を検討し、必要な支援を行っていきます。 

なお、介護サービス基盤の整備と充実に当たっては、以下の具体的取組施策が位置付けら

れています。 

 

【取組施策】 

① 介護保険サービスの基盤整備                   【Ｐ７０】 

② 介護保険サービスの質の向上                   【Ｐ７２】 

③ 介護サービス事業者等への適正化支援事業             【Ｐ９９】 

④ サービス事業者との連携と支援                  【Ｐ１０１】 
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４ 日常生活圏域と人口及び地域資源の状況 

日常生活圏域とは、高齢者人口や民生委員・児童委員協議会の活動区域、地域福祉計画・

地域福祉活動計画の区域、生活形態、地域活動等を踏まえ定める地域のことで、本市では

６つ設定しています。各日常生活圏域における人口及び地域資源の状況は以下のとおりで

す。 
 

圏 域 名 含まれる地区 

東部第一地区 池田・道場・片山・野寺 

東部第二地区 畑中・馬場・栄・新塚 

西部地区 
本多・あたご・菅沢・野火止一～四丁目 

新堀・西堀 

南部地区 石神・栗原・堀ノ内 

北部第一地区 東北・東・野火止五～八丁目 

北部第二地区 中野・大和田・新座・北野 

 

(１) 日常生活圏域の人口 

■人口及び高齢化の状況（令和２年１０月１日現在） 

区 分 
東部 
第一 

東部 
第二 

西部 南部 
北部 
第一 

北部 
第二 

合計 

総人口（人） 22,595 26,487 31,774 25,319 35,692 24,353 166,220 

65 歳以上人口（人） 6,298 6,591 8,583 6,786 7,700 6,586 42,544 

高齢化率（65 歳以上）(％) 27.9 24.9 27.0 26.8 21.6 27.0 25.6 

75 歳以上人口（人） 3,371 3,360 4,370 3,545 4,054 3,548 22,248 

高齢化率（75 歳以上）(％) 14.9 12.7 13.8 14.0 11.4 14.6 13.4 

１人暮らし世帯（世帯） 1,472 1,676 2,158 1,949 2,191 1,882 11,328 

高齢者世帯（世帯） 1,356 1,332 1,781 1,316 1,471 1,322 8,578 

 
■西部圏域（令和２年１０月１日現在） 

区 分 
総人口
（人） 

65 歳以上
（人） 

高齢化率
(65歳以上) 

(％) 

75 歳以上
（人） 

高齢化率 
(75歳以上) 

(％) 

１人暮らし 
世帯 

（世帯） 

高齢者世帯
（世帯） 

本多・あたご・菅沢・
野火止一～四丁目 

15,454 4,532 29.3 2,367 15.3 1,115 957 

西堀・新堀 16,320 4,051 24.8 2,003 12.3 1,043 824 

 

 

 

  



45 

 

日常生活圏域図 
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(２) 日常生活圏域別地域資源の状況 

 

■生きがい・交流（令和２年１０月１日現在） 

単位：か所 

区  分 
東部 
第一 

東部 
第二 

西部 南部 
北部 
第一 

北部 
第二 

合計 

老人福祉センター  1  1  1 3 

高齢者いきいき広場 2  2  1  5 

公民館 1 2  1 1 1 6 

コミュニティセンター   1  1  2 

ふれあいの家   1 1 1 2 5 

集会所 6 4 9 7 6 6 38 

合 計 9 7 13 10 10 10 59 

 
■西部圏域：地域包括支援センター別（令和２年１０月１日現在）                     

 単位：か所 

区 分 
老人福祉 
センター 

高齢者 
いきいき広場 

公民館 
コミュニティ 
センター 

ふれあい 
の家 

集会所 

西部 
地域包括支援センター 

     6 

西堀・新堀 
地域包括支援センター 

 2  1 1 3 

 

■病院・診療所（令和２年１０月１日現在） 

 単位：か所 

区  分 
東部 
第一 

東部 
第二 

西部 南部 
北部 
第一 

北部 
第二 

合計 

病院    3 2 1 6 

診療所 4 7 13 7 26 10 67 

歯科診療所 4 6 9 7 24 7 57 

合 計 8 13 22 17 52 18 130 

 

■西部圏域：地域包括支援センター別（令和２年１０月１日現在） 

単位：か所 

区 分 病院 診療所 歯科診療所 

西部地域包括支援センター  11 6 

西堀・新堀地域包括支援センター  2 3 
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■居宅系サービス（令和２年１０月１日現在） 

 単位：か所 

区  分 
東部 
第一 

東部 
第二 

西部 南部 
北部 
第一 

北部 
第二 

合計 

① 居宅介護支援事業所 3 2 9 7 4 8 33 

② 訪問介護 3 3 3 4 6 4 23 

③ 訪問入浴介護     1 1 2 

④ 訪問看護 1 1 3 3 3 1 12 

⑤ 訪問リハビリテーション      1 1 

⑥ 通所介護 2 2 2 2 2 6 16 

⑦ 通所リハビリテーション   3  1 1 5 

⑧ 短期入所生活介護 1 1 2 1 1 2 8 

⑨ 短期入所療養介護   1   1 2 

⑩ 特定福祉用具販売    2 1 3 6 

⑪ 福祉用具貸与    2 1 3 6 

合 計 10 9 23 21 20 31 114 

 

■西部圏域：地域包括支援センター別（令和２年１０月１日現在） 

                       単位：か所 

区 分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

西部 
地域包括支援センター 

7 2  3  2 2 2 1   

西堀・新堀 
地域包括支援センター 

2 1     1     
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■地域密着型サービス（令和２年１０月１日現在） 

単位：か所 

区  分 
東部 
第一 

東部 
第二 

西部 南部 
北部 
第一 

北部 
第二 

合計 

① 認知症対応型共同生活介護
（グループホーム） 

 1 1 2 3 2 9 

② 小規模多機能型居宅介護    1 1  2 

③ 定期巡回・随時対応型訪問
介護看護 

     1 1 

④ 認知症対応型通所介護    1   1 

⑤ 地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護 

  1 1   2 

⑥ 地域密着型通所介護 3 3 5 4 1 4 20 

合 計 3 4 7 9 5 7 35 

 

■西部圏域：地域包括支援センター別（令和２年１０月１日現在） 

                     単位：か所 

区 分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

西部地域包括支援センター     1 5 

西堀・新堀地域包括支援センター 1      

 

■施設・居宅系サービス（令和２年１０月１日現在） 

単位：か所 

区  分 
東部 
第一 

東部 
第二 

西部 南部 
北部 
第一 

北部 
第二 

合計 

① 特定施設入居者生活介護   1 1 6  8 

② 特別養護老人ホーム  1 2 1 1 1 6 

③ 介護老人保健施設   1   1 2 

合 計  1 4 2 7 2 16 

 

■西部圏域：地域包括支援センター別（令和２年１０月１日現在） 

                                 単位：か所 

区 分 ① ② ③ 

西部地域包括支援センター  2 1 

西堀・新堀地域包括支援センター 1   

 
 

  



49 

 

地域密着型サービス整備状況マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業所名等詳細は、「新座市医療介護資源マップ」参照 

  

 

  

[表の見方]※（）内は事業所数 

 

◎＝定期巡回・随時対応型訪問介護看護（１） 

●＝地域密着型通所介護（20） 

▲＝（介護予防）認知症対応型通所介護（１） 

■＝（介護予防）小規模多機能型居宅介護（２） 

★＝（介護予防）認知症対応型共同生活介護（９） 

〓＝地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（２）  

【地域密着型サービス整備状況マップ】 

西武池袋線  

東武東上線  

JR 武蔵野線  

関越自動車道  

志木駅  

清瀬駅  

ひばりヶ丘駅  

新座駅  

片山  

野寺  

栗原 

石神  

西堀  

新堀  

野火止  菅沢  

あたご  
畑中  

馬場  新塚  

栄  

池田  

道場  

堀ノ内  

大和田  

中野  

新座  

北野  

東北  

東  
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５ 施策の体系 

 

基本理念 基本目標 基本施策 施  策 

支
え
合
い
、
つ
な
が
り
合
い
、
全
て
の
高
齢
者
が
尊
厳
を
持
っ
て
自
分
ら
し
い
生
活
が
送
れ
る
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活
力
あ
る
「健
康
長
寿
の
ま
ち
」の
実
現 

地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・推
進 

～
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
在
宅
生
活
が
送
れ
る
ま
ち
を
目
指
し
て
～ 

介護保険事業 

１ 居宅(介護予防)サービス 

２ 地域密着型(介護予防)サービス 

３ 施設サービス 

地域支援事業 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

 （１）介護予防・生活支援サービス事業 

 （２）一般介護予防事業 

２ 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) 

 （１）総合相談支援業務 

 （２）権利擁護業務 

 （３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

３ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

 （１）在宅医療・介護連携推進事業 

 （２）生活支援体制整備事業 

 （３）認知症総合支援事業 

 （４）地域ケア会議推進事業 

４ 任意事業 

 （１）介護給付費等費用適正化事業 

 （２）家族介護支援事業 

 （３）サービス事業者との連携と支援 

（４）その他の事業 

高齢者一般施策

と関連事業 

１ 介護保険制度を補完する高齢者一般施策 

（市独自事業） 

 （１）在宅福祉サービス 

 （２）高齢者福祉施設 

 （３）高齢者向け健康増進事業 

 （４）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

２ 生きがいと社会参加支援に係る施策 

 （１）地域活動の支援 

 （２）生涯スポーツ・学習活動等の推進 

 （３）こころのバリアフリー施策の推進 

 （４）災害時の安全確保に係る施策の推進 

３ 住まいと住宅関連施策 

 （１）高齢者住宅 

 （２）有料老人ホーム 

 （３）サービス付き高齢者向け住宅 

 


